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鴨川市立田原小学校 

学校運営協議会 

第６号（令和５年度第３号） 

令和６年３月７日 

  発行責任者　          　 

 今年度の「学校運営協議会」
は第１回を５月２３日に開催し、

第２回は６月２０日に創立１５０

周年記念事業に特化した会議を開

催。第３回は１０月３日に開催。

「鴨川市小学校陸上記録会」壮行

会の参観、「給食試食」等を行い

ました。 

 そして第４回は１年間の学校経

営評価・次年度の学校支援計画等

について話し合いがもたれまし

た。制度が鴨川市全小中学校に導

入され２年が経ちます。本校では

地域の皆様のご支援・ご協力によ

り円滑な運用がなされています。

引き続きよろしくお願いします。 

 

 田原小学校　 学校運営協議会だより

 令和５年度　第４回の概要 
 
【学校運営の振り返り】より 
 
◇「学校評価」１年間の教育活動の報告から 
  ・「早寝・早起き」「読書」「ゲーム・インターネット利用」に関わる評価について話
　　題提供。学校で実施している「電気を使わず遊ぼうデー」の取り組みにより改善が

 　　進みつつある。
　・教育活動に関しては、コロナ以前に戻りつつある。（「学校だより」をもとに紹介） 

 　
　※学校評価・学校だよりに関しては「田原小学校の概要と教育」ページにもアップロ
　　ードされていますのでご覧ください。 
 
◇令和６年度の学校支援計画について 
 

主な支援計画について
　①４月当初の学校敷地内での自家用車による迎え状況の観察を依頼 

（交通指導員の派遣）※「学校だより・田原っ子」No32でもお知らせしました。 
　②プール掃除の支援を依頼（地域学校協働本部へ依頼） 
　③夏季・年末年始「学校閉庁日」における花壇管理 

 （学校運営協議会委員による分担制で実施）
 　

　※その他「田植え・稲刈り」について、保護者の方々の支援。 
　　図書ボランティアの方々による「読み聞かせ」については引き 
　　続きお願いをしていく。 
　　校内マラソン大会での交通整理（監察）についても、令和５年 
　　度同様コーディネーターにお願いする等が決まりました。 

〔正式な依頼は、改めてさせていただく予定です。〕 
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　同日の１５時から 

「学校徴収金」の会計

監査を学校運営協議

会委員の二名で行い

ました。 

　 「学校徴収金」は保

護者の皆様からお預

かりしている大切な

お金です。 子どもたちの教育のために正しく、有効に

活用されているかを学校職員だけではなく、違った眼

で見ることの大切さがよくわかった時間となりました。   同日５時間目は、「令和５年度

 最後の授業参観」でした。学校運

　 冒頭、各学級担任より簡単な説明を行い、その後細か 営協議会委員も３名参観（参加）

く監査をさせていただきました。 させていただきました。

　「最小限の経費で最大限の教育効果」「選択と集中」
を心がけ、子どもたちの実態に応じた学校運営を、学

校運営協議会全体で支援していきたいと思います。。

「学校運営協議会会長」として　１年間を終えて 

 

  あっという間の１年でした。地域の方々が田原小学校のことを想う気持ち

が強く伝わってくる会議でした。 

　今後も田原小学校の発展を切に願います。 

　１年間ありがとうございました。 

　

【子どもたちの様子及び地域連携に関する意見交換】より 
 
　・いじめ問題について…認識は広がってきた。子どもが手をあげられる環境になって

 　　きた。言える子はいいが、違った眼で見てあげることも大切ではないか。
 　・親の余裕が子どもたちに与える影響は多いのではないか。

　・学童クラブで土曜日の昼に「読書ボランティア」をしている。読み聞かせによって
　　子どもたちが落ち着いてきたという話を聞くと嬉しくなる。自分ができない経験を
　　読書から味わってほしいと思う。 

 　・給食時の「噛む指導」が大切。
 　・登下校時地震対策の避難訓練も必要か。

 
【１５０周年記念事業進捗状況について】 
 
   ・財政、記念誌、記念事業の進捗状況について説明
　・ロードマップ（３月１日現在）については、近日中に HP「田原小の地域学校協働

 　　活動」にアップロードされる予定です。
　※３月１８日『１５０周年記念実行委員会役員会』において令和５年度中の経過報告、
　　令和６年度の計画について承認をいただく予定です。 
 
【その他】 
 
   ・次年度の組織について
　・学校徴収金、PTA  会計監査について

 　　


